
平成２１年６月２５日

運 輸 審 議 会 審 理 室

運 輸 審 議 会 発 表 案 件

エアーネクスト株式会社からの混雑空港（成田国際空港）

運航許可申請事案に関する答申について

事案の種類 申請者 申請混雑空港 決 定

混雑空港 エアーネクスト株式会社 成田国際空港 許可することが適当

運航許可 である

平成２１年６月４日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありま

したエアーネクスト株式会社からの混雑空港（成田国際空港）運航許可申請事

案について、運輸審議会は審議の結果、本件については許可することが適当で

あるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申されましたので、お知

らせします。

［連絡先］

運輸審議会審理室 小室、石原

（代表）03（5253）8111（内線）53515

（直通）03（5253）8810

［ ］混雑空港運航許可申請の概要に関する連絡先

航空局監理部航空事業課 明間、伊地知

（代表）03（5253）8111（内線）48513

（直通）03（5253）8705



国 運 審 第 １ １ 号

平成２１年６月２５日

国土交通大臣 金 子 一 義 殿

運輸審議会会長 竹 田 正 興

答 申 書

エアーネクスト株式会社からの混雑空港運航許可申請について

平２１第９００１号

平成２１年６月４日付け国空事第１７１号をもって諮問された上

記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。



主 文

エアーネクスト株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港）

、 。を使用して運航を行うことについては 許可することが適当である

理 由

１．申請者は、東京（成田国際空港）～福岡（福岡空港）間におい

て国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだもの

である。

申請者は、当該路線において、エアーニッポン株式会社が現在

運航している１日２往復のうち１往復を、平成２１年７月１日か

ら同社に代わって運航しようとするものである。

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づ

いて検討した結果は、次のとおりである。

（１）成田国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数

をＡ滑走路３７０回、 ’滑走路１７６回（うち国内定期便３B
０回 、３０分間の発着回数をＡ滑走路１３～１６回、 ’滑） B
走路７回とするとともに、国内定期便等の１日の時間帯ごとの

発着回数を定めるなどの発着調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める成田国際空港での発着は、他の本

邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から

判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。

また、申請者の運航計画は、成田国際空港における航空機整

備等の所要時間及び福岡空港の運用時間からも妥当なものであ

、 。り 前記発着調整基準に反するおそれはないものと認められる

以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切

なものと認められる。



（２）当該路線では、現在、エアーニッポン株式会社が１日２往復

及び株式会社日本航空インターナショナルが１日２往復の運航

を行っているが、申請者は、エアーニッポン株式会社が運航し

ている１日２往復のうち１往復を同社に代わって運航しようと

するものである。

申請者の運航計画により、全日本空輸グループとして、１日

２往復の運航が継続され、利用者の利便に適合する輸送サービ

スの提供が引き続き維持されるものである。

当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者

の運航とあいまって多頻度運航と競争状態が維持され、これに

より国際航空の拠点である成田国際空港の国際線との乗り継ぎ

便を含む利用者利便の維持に資するものであること等を勘案す

ると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するもので

あると認められる。

３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第

３項各号に掲げる基準に適合するものと認める。


